
令和２年３月９日  

 

 

令和２年度診療報酬改定に関するお願い 

 

 

１ 質問 

  ・原則、文書（ＦＡＸ）でお願いいたします。 

  ・郡市医師会で複数日分をまとめてＦＡＸするのは避けてください。 

   ※改定内容についてのご質問は、日本医師会、東海北陸厚生局静岡事務所等へ照会

し、日医版『Ｑ＆Ａ』や厚生労働省疑義解釈資料に反映されるため、回答にお時

間をいただくことになりますことを、御了承ください。 

 

 

２ 診療報酬改定に関する情報について 

   日本医師会ホームページ「メンバーズルーム」中、医療保険の「診療報酬改定に関

する情報＜令和２年度＞」に掲載されます。本会ホームページ「会員専用ページ」か

らもリンクいたします。 

 

 

３ 施設基準に関する届出書類の提出 

   届出書類は、直接東海北陸厚生局静岡事務所に郵送（持参）してください。 

   ※届出書類が膨大となるため、本会では内容が確認できず、提出の遅れや紛失のお

それがあるため御了承ください。 

   ※令和２年４月１日から算定するためには、東海北陸厚生局静岡事務所に届出書類

を令和２年４月 20 日（月）（必着）までに提出する必要があります。 

      【届出先】東海北陸厚生局静岡事務所 

        〒424-0825 静岡市清水区松原町２-１５ 清水合同庁舎３階 

                TEL 054-355-2015 

 


